
高砂市広報資料 
令和８年４月８日 

 
 担当課 都市創造部土木総務課 

 連絡先 ０７９―４４３－９０４０ 

 

タイトル 北山農園の募集 

開催日時 
募集期間 令和８年４月２７日～５月１３日まで 

使用開始 ６月上旬 

開催場所 高砂市阿弥陀町北山７０番地 

概要 

（内容） 

農  園  名    北山農園 

所  在  地    高砂市阿弥陀町北山 70 番地 

使用期間      令和 8 年 6 月上旬から令和 9 年 3 月 31 日まで 

（継続して使用する場合は更新申請が必要です） 

区  画  数     26 区画 

面        積   1 区画 30 ㎡（1 人２区画まで） 

使  用  料     1 区画 11,990 円【10 ヵ月】 

（令和８年６月～令和９年３月まで） 

設    備    貯水タンクのみ（水道なし） 

 

募集期間     令和 8 年 4 月 27 日（月）から 5 月 13 日（水）まで 

※ 申込多数の場合は抽選。 

主催 高砂市 

担当からの 

アピールコメント 

試作として、令和７年１２月から現地で野菜作りを始めております。素人の

職員が栽培しましたが小松菜や大根レタスなど様々な野菜が育ちました。 

この農園は利用者のコミュニティのみならず、作られた野菜を園児などが

収穫する「収穫祭」なども実現したいと考えております。 

 笑顔溢れる農園を目指します！ 

市ホームページ 
掲載あり 

（ID：1296１） 
掲載予定 なし 

添付資料 
あり 

（ 令和８年度５月版 北山農園申込案内書、募集チラシ ） 
なし 

 
 

 

https://www.city.takasago.lg.jp/gyoseisite/kurashi_tetsuzuki/sumai/2/12961.html
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令和８年度５月版 
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１．農園について 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．申込について 

  申込資格 

・申込日において高砂市内在住、又は在勤の方 

・農園の遵守事項を守れる方（Ｐ３「５．遵守事項」参照） 

 

申込期間 

 ・令和８年４月２７日（月）から５月１３日（水）まで 

 ※ 申込期間内に土木総務課に「貸し農園使用申込書」を提出してくだ

さい。 

農園名 北山農園 

所在地 高砂市阿弥陀町北山７０番地 
 

使用料 

（1 区画） 

令和８年度【１０ヵ月】 １１，９９０円 

年   額 【１２ヶ月】 １４，３８８円 
使用料はそれぞれ、年度分の前納です。途中解約によ

る使用料の還付は行いません。 
 

使用期間 
令和８年度 

令和８年６月上旬から令和９年３月３１日まで 

令和９年度以降継続する場合 
令和９年度の使用料を納付すれば継続して使用するこ

とができます。 
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３．使用区画 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 2 区画当選した場合は、原則隣合わせになるように致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区画面積 約３０㎡ / １区画 

区 画 数 ２６区画 

使用区画 １人 ２区画まで 
(申込み多数の場合は１区画のみの当選とな
る場合があります) 

区 画 割 杭及びロープによる区画表示 

設  備 貯水タンクのみ  【水道なし】 

駐 車 場 有 り 【ゆずり合って使用ください】 

駐車場側
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４．申込上の注意 

① 申込者数が区画数より多い場合は抽選で使用者を決定します 

② 区画番号は当選順に１番から順番に決定します 

 

５．遵守事項 

① 貸し農園及び周辺施設の景観の保全に努めること 

② ゴミ等は持ち帰ること 

③ 区画の転貸、交換又は譲渡をしないこと 

④ 他の方の栽培方法などに過度の口出しをしないこと 

⑤ 周辺道路に路上駐車をしないこと 

⑥ 工作物の設置は原則しないこと。ただし、軽微なものについ

てはこの限りでない。（簡易タンク、道具入れ、防護柵等） 

⑦ 火気の使用、動物の飼育をしないこと 

⑧ 収穫物は自家消費とし、営利目的で販売しないこと 

⑨ 周辺のため池には立ち入らないこと 

⑩ 個人間のトラブル及び農園内で発生した盗難・器物破損、イノ

シシ被害等において市は一切の責任を負いません。 
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６．申込みから使用までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手続きなど 備　考

1日 　高砂市ＨＰ掲載

27日 　使用者の募集開始

　　　　　 ⇓

１３日 　使用者の募集終了

１５日 　抽　選（使用者及び区画の決定）
区画は当選順
に決定

１８日
　北山農園使用に伴う許可申請
（行政財産使用許可申請書）の受付開始

５月２５日まで
に提出

 ・ 農園使用講習会（１時間程度）

 ・ 行政財産使用許可決定通知書の交付

 ・ 農園使用料の納付

 ・ 貸し農園の鍵渡し

 ・ 農園使用開始

７月

～

３月

２月 下旬 　行政財産使用（更新）許可申請書の提出
※農園を継続
する場合のみ

６月

栽　培　期　間

時　期

４月

５月

使用申込書を
土木総務課に
提出

上旬
使用料は
６月３０日まで
に納付
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７．栽培カレンダー 
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８．案 内 図 
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高砂市 都市創造部 土木総務課 

ＴＥＬ ０７９-４４３－９０４０(直通) 



 

利 用 料 11,990 円(令和８年６月～３月) 区画面積 ３０㎡ 

所 在 地 高砂市阿弥陀町北山７０番地 

申込期間 令和８年４月２７日(月)～５月１３日(水) 

申 込 先 高砂市役所 ３階 土木総務課 

※ 詳細は高砂市ＨＰをご確認ください 

北山貸し農園利用者募集

中 
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